
施　　設　　名 金　　額 利　用　時　間　帯

どんぐり球場 一　　　般 １　時　間 ４５０円

（野球場） 高校生以下 １　時　間 ２２０円

※　１時間未満の端数は１時間とします。

※　本部席の冷暖房を利用するときは、１時間につき２００円を徴収します。

施　　設　　名 金　　額 利　用　時　間　帯

午　　　前 　午前９時～午前１２時 ２３０円

午　　　後 　午後１時～午後　５時 ３４０円

（多目的広場） 全　　　日 　午前９時～午後　５時 ５７０円

※　午前９時以前又は午後５時以降に利用する場合は、１時間につき当該利用区分に係る料金帯の利用料の

 　　２分の１に相当する額を徴収します。（午前＝１１５　
円

/時間、午後＝１７０　
円

/時間、全日＝２８５　
円

/時間）

※　半面利用の場合は、利用料の2分の１の額とします。

施　　設　　名 一　　　面 利　用　時　間　帯

第2グラウンド 一　　　般 １　時　間 100円

（ﾃﾆｽ・バスケット） 高校生以下 １　時　間 50円

※　1時間未満の端数は1時間とします。

施　　設　　名 金　　額 利　用　時　間　帯

デイキャンプ １ サ イ ト １０００円 午前９時　～　午後５時

宿泊キャンプ １ サ イ ト １０００円 午後２時～翌日午前１０時

※　連泊の場合は、宿泊から宿泊の間（４時間分）の利用料は不要です。

※　サイトは駐車、乗入禁止です。キャンプファイヤーもできません。

※　宿泊キャンプの申込みは、利用する3日前の午前中までに行ってください。

     ただし、土・日・祝日の場合は、平日の3日前の午前中となります。　　

備考（有料施設共通）

　　①利用時間は、準備・片付けを含んだ時間とします。

　　②利用者の半数以上が笠岡市の住民以外の場合は、利用料の倍額を徴収します。

　　③上記の料金は消費税を含んでいます。

注）　上記施設以外の利用は無料です。ただし、公園内で募金、物品販売、興業などを行う場合は許可が

　　　 必要です。この場合、別途定める料金が必要です。

注）　すでに納めた利用料は、原則としてお返しできません。　

※　公園管理事務所の受付時間等

　（１）受付時間 　４月　１日～８月３１日　　午前８時３０分～午後７時

　９月　１日～３月３１日　　午前８時３０分～午後５時１５分

　（２）休　日 １２月２９日～１月　３日

指定管理者
一般財団　笠岡市総合福祉事業団吸江社

ｷ　ｬ　ﾝ　ﾌﾟ　場

『かさおか古代の丘スポーツ公園』スポーツ施設利用料

第１グラウンド

区　　　　　分

午前６時　～　午後７時

区　　　　　分

午前６時　～　午後７時

午前６時　～　午後７時

区　　　　　分

区　　　　　分




